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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年６月３０日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（かき養殖筏） 

発生日時 平成２２年７月１８日（日） ０２時２０分ごろ 

発生場所 福岡県糸島市岐
き

志
し

漁港南方沖  

岐志港西防波堤灯台から真方位１９０°４００ｍ付近 

（概位 北緯３３°３４.１′ 東経１３０°０７.２′） 

事故調査の経過  平成２２年７月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 第五岐
き

利
り

丸、５.８トン 

 ２９０－４４７４８福岡、個人所有 

 １２.４５ｍ（Lr）×２.６３ｍ×０.８１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２７９kＷ、平成６年１０月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許 登 録 日 平成１２年８月２５日 

  免許証交付日 平成１７年６月２１日 

          （平成２２年８月２４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船底に擦過傷、プロペラ翼及び推進器軸を曲損 

かき養殖筏 かきを吊るしたロープを数十本切断、ロープ固定用の棒数本

及び踊り場を損傷 

 事故の経過 

 

 本船は、船長１人が乗り組み、釣り客２人を乗せ、約１５ノットの対地

速力で手動操舵により岐志漁港に向けて北東進した。 

 船長は、操舵室右舷側で立って操船に当たり、船長の左側にいた釣り客

と雑談しながら航行中、左舷前方至近にかき養殖筏設置区域の西端に設置

された簡易標識灯を視認し、同標識灯を右舷に見て航行しようとして左舵

一杯としたが、平成２２年７月１８日０２時２０分ごろ、岐志港西防波堤

灯台から真方位１９０°４００ｍ付近のかき養殖筏に衝突し、同筏に乗り

揚げた。 

 船長は、知人に救助を依頼し、来援した水難救済会所属の救助船に釣り

客を移乗させ、また、本船は、同救助船によってかき養殖筏から引き下ろ

され、岐志漁港に入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：波 なし、潮汐 高潮時 
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 その他の事項  岐志漁港南方沖には、岐志港西防波堤灯台から南方約２５０～５６０ｍ

にかけてかき養殖筏が約６０台設置されていた。 

 船長は、岐志漁港に入航する場合、かき養殖筏設置区域の西端に設置さ

れた浮標式簡易標識灯１基（灯色黄色、灯質４秒１閃）を右舷に見て航行

することにしていたので、ＧＰＳプロッターには、かき養殖筏設置区域や

基準針路線などは入力していなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、岐志漁港南方沖を北東進中、船長が、

釣り客との会話に注意が向き、適切な見張りを行

っていなかったことから、かき養殖筏設置区域の

西端に設置された簡易標識灯に気付かず、かき養

殖筏に向けて航行し、同筏に衝突したものと考え

られる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、岐志漁港南方沖を北東進中、船長が、適切な

見張りを行っていなかったため、かき養殖筏設置区域の西端に設置された

簡易標識灯に気付かず、かき養殖筏に向けて航行し、同筏に衝突したこと

により発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・船舶の操船者は、できる限り乗船者との会話を控え、常時適切な見張

りを行うこと。 

 




